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第８回条例検討会のまとめについて 

１ 第 7回条例検討会のとりまとめについて 

 ・【資料１】のとおり了承された。 

２ グループ発表・討議 

（１）教育分野 

・「修学旅行に参加したことで亡くなってしまった事例があり、遠慮してもらう

ことも必要か」という意見については、全員参加が原則だが、安全確保が図ら

れない場合、遠慮してもらうこともあるという意味。 

・昇降機は、今、設置するようになっているということも確認事項。 

・手話が言語であることを、市民等への周知啓発していかなければならない。 

・新潟市立東特別支援学校に通う知的障がいの生徒が高等部を希望しても、亀田

の高等部までの送迎手段を確保できないと高等部への進学を諦めているという

現実がある。教育の機会均等を図るようにすべき。 

（２）情報・コミュニケーション分野 

・入院している障がいのある方へのコミュニケーション支援が必要。 

・どこまで条例文に盛り込み、どこまでをガイドライン等に盛り込むのかという

課題がある。 

・全部の銀行に視覚障がい者が使えるＡＴＭは入っていない現実がある。 

・ホームページの中には、視覚障がい者が内容を確認できないものがある。視覚

障がい者を含む様々な市民が見ているということを周知していただきたい。 

【資料１】 
新潟市障がい福祉課 
平成 26 年 3 月 20 日 
第 9 回条例検討会資料



- 2 - 

・学校において、子供たちに障がいについて理解を深めてもらうには、机上の学

習だけではなく、体験的な取組み（総合的な学習・交流教育など）を行った方

がより効果的。また、学校教育だけではなく、家庭教育や社会教育の中で周知

啓発していくことも必要。 

・公のもの、民間のもの、有料、無料に関わらず全てのイベントにおいて、困っ

たときには相談してくださいというような情報・コミュニケーション（手話通

訳・要約筆記・点字資料など）を支援する仕組みがあると良い。 

・手話言語条例を制定が必要。 

（３）福祉分野 

・私たちの犯しやすい誤りというのは、物言わぬ人の意向を伺わずに済ますこと

がしばしばで、そのことが常の状態になっているのではないか。 

・よくコミュニケーションを取る中で、いかに支援し、お客様に喜んでいただけ

るか。この辺りはサービス業の本質的な話。そのことを、福祉サービスの分野

できちんと行えるようになることが一番のポイントではないか。 

・障がい児の場合は、親が障がい児を抱え勤めることが難しいため、ひまわりク

ラブに入れない。障がい者と健常者が共にいた方がよいと思うが、希望されれ

ば受け入れてもらえるのか。 

・同じ視覚障がいがあっても、若いときから視覚障がいがある人と比べると、介

護保険に該当する年齢になってから視覚障がいを受けた方は、外出の介助ヘル

パー制度を制限されている。 

・本来なら受けられるサービスが限定される、時間数が少なくされるという事態

が起こらないよう、相談員の方は、それぞれの障がい特性をしっかり理解して、

その人に合った計画を立てる必要がある。 

・要望を実現するうえで、障がい当事者若しくは団体が入り、シミュレーション

しながらその過程を公開していく方法もある。 

・条例を周知啓発する際に、町内会長というキーパーソンをおさえるというのは

重要な視点。 
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（４）医療分野 

 ・追加１の簡易説明パンフレットの作成などは、例えば、発達障がいの自閉症ス

ペクトラムの方が歯医者にかかったときに、恐怖を覚えるので歯医者でこうい

う対応がいいのではないかという、非常にビジュアルなマニュアルを作ったり

している。医師側で分かるように伝えるという工夫が必要だろうし、もう一つ、

当事者の方が痛いとか怖いとか不安だということを訴えられる保証も必要なの

ではないか。 

・障がい者が入院したときに、身の回りの世話を看護師にお願いするのは難しい。

そのため、通常利用しているヘルパーに対応をお願いできないかということを

考えている。 

・障がいのある方に対して配慮した取組みを行っているＩＴサポートセンターと

いう支援機関があることは、押さえておく必要がある 

・精神障がいに対しての夜間の救急が市内にはないため、救急に電話してもそれ

はうちでは受け入れられないと断られるということを聞いたことがある。また、

持病に精神病があることを伝えると、受診を断られる（嫌な顔をされるなど）

という現実がある。 

（５）その他 

・障がい者に対する理解を深めるための取組みに対して、行政のバックアップ

（人的な支援や経済的な支援など）があると、より理解が深まるのではないか。 

・周知啓発の手段は多様であるべき。いろいろな手段を使って訴えていくという

ことが重要。 

・障がいについては、話を聞いただけではなかなか理解が難しいので、疑似体験

できる研修会があると理解が深まる。 

・福祉施設と自治会長などの地域の人とが繋がることは、障がい者への理解を深

める一助となる。行政には、その橋渡しをお願いしたい。 

・当事者参加は、障がい者差別を防止する手段となる。政策策定などの様々な場

面において、障がい当事者が参加できるようにする必要がある。 
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・様々な意見が差別事例の対応策として出されているが、その内容が実際の現場

で働いている方々に伝わる中身なのかという不安がある。そのため、経営者協

会の方と一緒に商工会議所を回ったりするなどして、それぞれの分野の現場の

方々と意見交換する必要がある。 

３ 条例の目的等について 

・次回の条例検討会では、今までの議論を踏まえ、委員の方々がどのように感じ、

どのような考えを持たれたのか、意見交換を行うことが了承された。その後、

中間とりまとめ(「条例の目的や名称」を含む)について、皆さんから意見いた

だく。 


